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独立行政法人大学入試センターの年度計画（令和６事業年度） 

 

令和６年３月29日 

文部科学大臣届出 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 

１ 大学入学志願者に対し大学が共同して実施することとする試験 

大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定し、大

学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的として大学が共同して実施する

大学入学共通テスト（以下「共通テスト」という。）に関し、問題作成、試験の実施、答案の

採点・成績提供及びその他一括して処理することが適当な業務を滞りなく確実に実施する。 

令和７年度共通テスト（令和７年１月実施）については、平成30年告示の高等学校学習指導

要領（以下「新学習指導要領」という。）に対応した出題教科・科目及び出題方法の変更や平

成21年告示の高等学校学習指導要領に基づく教育課程を履修した者（以下「旧教育課程履修者」

という。）に対する経過措置を行うとともに、これらを踏まえた実施方法の必要な改定を行い、

問題作成及び試験実施等の業務を確実に実施する。 

なお、共通テストは、大学が共同して実施しているものであることを踏まえ、独立行政法人

大学入試センター（以下「センター」という。）や関係団体の会議等において実施主体である

参加大学の役割について説明するとともに、参加大学の意思がより適切に反映されるよう、共

通テストに係る各種委員会等の一部委員について関係団体に推薦を依頼する。 

⑴ 共通テストの問題作成 

高等学校学習指導要領に準拠した良質な共通テストの問題を作成するため、以下のことを

行う。 

① 試験問題の作成に当たっては、試験問題作成の基準等を定める試験問題作成要領につい

て、必要に応じ見直しを行い、試験問題の作成に当たる委員に対して周知徹底する。 

その上で、試験問題や教科書のデータベース等の充実を図ることにより、試験問題作成

委員の業務量を削減しつつ、秘密保持を徹底する。 

また、令和７年度共通テストについては、新学習指導要領を踏まえた「令和７年度大学

入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」（令和５年６月９日公表）に基づき、

これまでの試験実施結果も踏まえつつ、引き続き、問題作成を行うとともに、試験問題の

出題範囲、出題内容、記述、難易度、科目間の重複等の点検を行う。 

さらに、令和８年度共通テスト（令和８年１月実施）についても、新学習指導要領を踏

まえ、問題作成方針を策定、公表し、問題作成及び点検を行う。 

② 共通テスト実施後、試験問題に関して高等学校関係者による外部評価及び自己点検・評

価を行い、それぞれ95％以上が良問であるとの評価を得られるようにする。 

また、評価結果については、ホームページで公開するとともに、共通テストの問題作成

に反映する。 

⑵ 共通テストの円滑な実施 

共通テストに参加する国立、公立、私立の各大学等との緊密な連携により、同一の期日に
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同一の試験問題により行われる令和７年度共通テストを確実に実施するため、実施方法や時

間割等を定めた「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」を公表し

つつ、安定的に共通テストを実施するための対策及びデジタル化への対応のために以下のこ

とを行う。 

なお、令和７年度共通テストの実施に当たっては、令和６年度共通テスト（令和６年１月

実施）の実施結果のほか、新学習指導要領に対応した共通テストとなることを踏まえ、実施

方法について、必要な改定・改善を行う。 

① 秘密保持に十分留意の上、試験の円滑な実施や試験問題の適切な管理及び輸送に関する

方針を定め、参加大学に配付する実施・監督・輸送等に関わる各種マニュアルについて、

参加大学の意見も踏まえ、必要な改善を行う。 

また、参加大学の関係者に対して、セキュリティ対策を講じた特設サイトで、旧教育課

程履修者に対する経過措置や不正行為防止、試験場の安全対策を含め、留意点や変更点等

を分かりやすく解説した説明資料等を提供し、周知徹底を行う。 

なお、同資料の閲覧率を100％とし、各参加大学において学内関係者に周知徹底を図るよ

う要請する。 

② 受験者及び高等学校に配布する受験案内等について、高等学校関係者の意見も踏まえ、

必要な改定・改善を行う。 

不正行為防止については、引き続き留意事項を周知徹底する。 

また、教育委員会を含む高等学校関係者に対して、出願手続、受験上の留意点等につい

て、インターネットを利用して解説資料の提供等を行い周知するとともに、教育委員会を

通じて、各学校において関係教員や生徒に周知徹底するよう要請する。 

③ 試験場・試験室の割り当て方法について、受験者の利便性や参加大学の立地状況を考慮

しつつ、試験を円滑に実施する観点から、効率的に試験場等を活用する。 

④ 感染症等のリスクに応じ、必要な措置を講じる。 

⑤ 令和８年度共通テストからの電子出願等システムの導入に向けて、高等学校や参加大学

との調整・連携を行いつつ、システム開発及び構築を進めるとともに、必要な検証を実施

する。 

⑥ 障害のある者等に対する受験上の配慮について、障害者基本法（昭和45年法律第84号）

や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）の施行等の状

況を踏まえ、障害等の種類・程度に応じた試験時間の延長、出題・解答の方法、別室の確

保等、試験会場の施設・設備等の状況を勘案しつつ、一人一人の申請をきめ細かに確認し

て、適切に実施する。 

また、受験上の配慮が必要な者の試験場・試験室を設定する大学に対して、確実に実施

されるよう要請する。 

⑶ 共通テストの採点・成績提供 

① 成績請求データ等作成及び取扱いの留意点等について周知徹底するため、成績提供要領

等の各種マニュアルを整備するとともに、参加大学に対して、セキュリティ対策を講じた

特設サイトを利用して説明資料等を提供し、周知徹底を行う。 

② 令和７年度共通テストに係るシステム改修やプログラムのチェックなどのテストを確実

に実施することにより、情報処理システムを適切に管理・運営し、正確な採点及び成績提
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供を行う。 

③ 試験成績の開示を希望する受験者本人に対して、令和７年度の入学者選抜の全体日程終

了後に共通テストの成績を確実に通知する。 

⑷ 高等学校学習指導要領等への対応 

新学習指導要領に対応した令和７年度共通テストを適切に実施するため、「令和７年度大

学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」（令和５年６月９日公表）に基づき、

これまでの試験実施結果も踏まえつつ、令和７年度共通テストの問題作成を行う。 

また、「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出題教科・科目の出題方法

等」（令和５年６月９日公表）等を踏まえ、令和７年度共通テストの実施方法や時間割等を

定めた「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」を策定し、公表す

る。その上で、参加大学に配付する実施・監督・輸送等に関わる各種マニュアルを速やかに

提供するとともに、受験者及び高等学校に配布する受験案内等を適宜公表する。 

併せて、令和７年度以降の共通テストの実施に当たり必要となる情報処理システムの整備

を計画的に実施する。 

 

２ 大学の入学者選抜方法の改善に関する調査研究 

大学入学者選抜のナショナルセンターを目指して、高大接続や大学入学者選抜に関する時代

の要請を的確に捉えながら、大学や高等学校と連携しつつ大学入学者選抜方法の改善に関する

調査研究を実施する。 

調査研究を行う際に、選定テーマにおける目標や評価の基準の明確化を図るとともに、外部

委員による評価結果を踏まえ、必要に応じて目標や評価の基準の見直しを行う。 

⑴ 調査研究の在り方及び評価・公表 

理事長のリーダーシップの下で策定した研究計画に基づき、外部資金も積極的に活用しな

がら共通テストに関する調査研究や大学入学者選抜方法の改善に資する基盤的な調査研究、

政策的・社会的課題に対応した調査研究に取り組む。 

評価における達成指標については、外部評価委員会における評価の結果、研究課題に設定

した令和６年度の目標を達成した上で、その研究成果が入学者選抜の改善に活用できると見

込める内容であるとの評価を受ける研究課題の割合が80％以上とする。当該評価結果に沿っ

て調査研究内容の改善を図るとともに、成果が十分に見込めない研究テーマについては、理

事長の判断により機動的に見直しを行う。 

また、研究成果については、共通テストをはじめ我が国の大学入学者選抜方法の改善に資

するため、各大学や高等学校から利用されるようホームページ等における積極的な公表や、

国内外の学会や学会誌等での発表を行う。加えて、国が行う大学入学者選抜方法の改善に向

けた政策の企画立案のための資料の提供を行うとともに、センターが主体となり各大学と連

携した入学者選抜に関する研究協議を実施しつつ、活用状況の把握に努める。 

さらに、研究協議の場において研究成果を周知・公表し、その活用を促すとともに、過去

の研究成果に係る活用状況の把握に努め、社会に分かりやすく発信することを通じて現れた

諸課題を踏まえた調査研究に取り組む。 

⑵ プロジェクト型研究の推進 

令和６年度においては、大学等の外部の機関・研究者と連携した取組として、既に大学入
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学者選抜においてComputer Based Testing(CBT)を活用した、又は活用することを検討して

いる大学等と協定を締結し、連携協力して各大学における入学者選抜でのCBTの活用を更に

推進するための体制を構築するとともに、名古屋工業大学と連携して大学入学後の学修状況

と共通試験（共通テスト及び大学入試センター試験）との関連に関する追跡調査を実施する。 

また、調査研究成果の事業への実装を企図し、試験問題作成部署と連携した共通テスト試

験問題に関する大学生へのアンケート調査の分析等により、試験問題形式と解答プロセスの

関係に係る基礎的な研究を実施する。 

さらに、共同研究の推進に資するよう、共通テストの実施関連資料や研究報告書を、令和

４年度に整備したアーカイブサイトに引き続き収集・整理し、大学入試の研究者にとって魅

力のある研究資源を提供する。 

⑶ 共通テストに関する調査研究 

共通テストの改善方策等に関して調査研究を行い、出題内容や選抜方法に適切に反映させ

る。次の①～④に掲げる研究課題を中心に、計画的に調査研究を行うとともに、調査研究の

成果も踏まえながら共通テストの改善を図る。 

① 良質の試験問題の作成に資する調査研究 

② 共通テストの科目間の得点調整に関する調査研究 

③ 本試験と追試験の比較に関する調査研究 

④ その他共通テストの改善に関する調査研究 

⑷ 大学入学者選抜の基盤的・実践的な調査研究 

大学の入学者選抜方法の改善に向けて、教育測定や高大接続等に係る基盤的研究とともに、

次の①～⑤に掲げる政策的・社会的課題に対応した実践的な調査研究を行う。 

① CBTなどの新技術を活用した入学者選抜に関する調査研究 

② 障害のある者等に配慮した入学者選抜に関する調査研究 

③ アドミッションスタッフの育成支援等に関する調査研究 

④ 大学で学ぶための基礎的学力の新たな評価測度の開発に関する調査研究 

⑤ その他大学入学者選抜方法の改善に関する調査研究 

CBTについては、共通テストのような大規模試験への導入には未だ課題があることから、各

大学における入学者選抜での活用を念頭に引き続き調査研究を行うとともに前述の協定に基

づき、大学等機関と連携協力してCBTの活用を更に推進するための体制を構築し、CBT実施に

係る知見の共有等に取り組み、活動による成果を広く公開する。 

⑸ 試験情報の活用の促進 

教育データを多様に利活用する動向を見据えつつ、個人情報保護に十分留意した上で、大

学入学者選抜方法の改善、ひいては高等学校及び大学の教育改善が促されるよう、共通テス

ト等の試験情報の活用に関し調査研究を行う。 

 

３ 大学情報の提供等 

共通テストに参加する大学の学部・学科名や共通テストの教科・科目など、共通テストに関

する情報を中心に、大学入試に関する情報等をインターネットにより提供する。 

なお、大学情報の提供に係るページへのアクセス件数の具体的な数値目標は、独立行政法人

評価制度委員会通知（平成27年11月17日付独評委第45号）を踏まえた第４期中期目標期間にお
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ける設定値（76,397件）及び各年度実績の数値（令和２年度を除く。）の平均値（127,049件）

以上とする。 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 組織体制 

長期的な視点に立ち、事業の継続性に十分留意した上で、事務・事業の見直しに対応した要

員の合理化など組織の見直しを図る。 

なお、事務組織については、大学、高等学校その他の関係機関と効果的に連携協力するとと

もに、研究組織については、円滑に研究が遂行されるよう研究組織体制を必要に応じて見直す。 

 

２ 業務運営 

⑴ センターの業務運営に関しては、閣議決定等に基づき国において議論されている高大接続

改革における取組や受験者のニーズに配慮した上で、18歳人口の減少による志願者数への影

響に伴う検定料収入の減少を踏まえ、検定料、成績提供手数料など、受益者負担の在り方や

大学の配分経費の配分額等（以下「受益者負担の在り方等」という。）を見直すことで収支

を改善し、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定。

以下「見直しの基本方針」という。）の趣旨を踏まえた自己財源による自立的かつ安定的な

財政基盤の確保に引き続き努めるとともに、収支差の平準化のための検討や「独立行政法人

における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年５月25日総務大臣決定）に基づく

取組等を進めることにより、令和６年度当初に収支計画を作成し、当該収支計画による運営

に努める。 

また、調達の合理化等を推進すること等により、一般管理費及び事業費のうち固定的な経

費※を、中期目標期間中に令和２年度実績額の１％以上を削減することを念頭に、これまで

と同様に効率的な執行を行いつつ削減可能な経費について検討を行う。 

※固定的な経費＝（一般管理費＋事業費）－変動費－特殊業務経費－退職手当 

変動費＝受験者の増減により変動する経費 

特殊業務経費＝新規・拡充等の特殊要因に係る経費 

⑵ 受験者の利便性や都道府県別の参加大学の立地状況等を勘案しつつ、効率的な試験場・試

験室の活用に取り組む。秘密保持に留意しつつ業務を一層効率化し、問題冊子等については、

令和６年度共通テストの配付実績を踏まえ、印刷経費等の削減に取り組む。 

また、デジタル化の対応について、令和８年度共通テストからの電子出願等システムの導

入に向けて、高等学校や参加大学との調整・連携を行いつつ、システム開発及び構築を進め

るとともに、必要な検証を実施する。 

さらに、参加大学との緊密な連携の更なる強化や役割分担の明確化を図る観点から、参加

大学における各種会議に参加する。 

⑶ 独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、第４期中期目標期間に構築した体制

により、試験事業、調査研究事業、大学情報の提供等事業の業務ごとに予算と実績の管理を

行う。 
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３ 給与水準の適正化 

給与水準について、政府の方針を踏まえ、国家公務員等の給与水準を十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、センターの業務の特殊性を踏まえながら、

適正な水準を維持するよう取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表する。 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 当該年度に係る予算（人件費見積りを含む。） 

別紙①のとおり 

 

２ 当該年度に係る収支計画 

別紙②のとおり 

  

３ 当該年度に係る資金計画 

別紙③のとおり 

 

４ 計画的な収支計画の作成 

18歳人口の減少による志願者数への影響に伴う検定料収入の減少を踏まえ、受益者負担の在

り方等を見直すことで収支を改善し、見直しの基本方針の趣旨を踏まえた自己財源による自立

的かつ安定的な財政基盤の確保に引き続き努めるとともに、収支差の平準化のための検討や既

存業務の徹底した見直し・効率化等を進めることにより、計画的な収支計画を作成し、当該収

支計画に基づき運営する。 

 

５ 施設・設備に関する計画 

共通テストの秘密保持に留意した上で、中長期的視点に立った「独立行政法人大学入試セン

ターインフラ長寿命化計画（個別施設計画）」（令和５年10月策定）に基づき、計画的に施設・

設備の整備を行うとともに、防災、セキュリティの確保、安全な勤務環境の確保の観点から、

必要な施設・設備の維持管理・改修を行う。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

30億円（年度当初の運営資金、不測の事態への対応のための経費に必要となる可能性がある

ため。） 

 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

講師寄宿舎の土地（東京都目黒区駒場二丁目20番２号）、建物及び工作物の全部を国庫納付

する。 

 

Ⅵ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する

計画 

特になし 

 



 

 - 7 - 

Ⅶ 剰余金の使途 

不測の事態への対応並びに共通テスト及び調査研究の充実・改善、質の向上に係る経費に充

当する。 

 

Ⅷ その他主務省令で定める業務運営に関する事項等 

１ 積立金の使途 

前中期目標期間繰越積立金については、不測の事態への対応並びに共通テスト及び調査研究

の充実・改善、質の向上に係る経費に充当する。 

 

２ 内部統制 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成26年11月28日総務省行

政管理局長通知）に基づき、内部統制の充実・強化を図るため、内部統制委員会の開催や研修

の実施を通じてコンプライアンスの徹底等、内部統制環境を整備・運用するとともに、不断の

見直しを行う。 

また、引き続き監事監査や会計内部監査等を活用した定期的なモニタリングや検証を行い、

監事による監査機能・体制を強化する。 

 

３ トップマネジメントの促進 

国の政策動向や社会情勢の変化を踏まえつつ、センターの使命及び社会的責任を果たし、直

面する課題に適切に対応するため、理事長のリーダーシップの下、効率的な業務運営に資する

具体的方策を検討し改善につなげるとともに、センターのミッションに沿った研究への戦略的

な予算配分・執行を行う。その際、センターの政策実施機能を最大化すべく、役職員のモチベ

ーションや使命感の向上といった点にも留意する。 

 

４ 情報システムの整備・管理及び情報セキュリティ 

⑴ 情報システムの整備・管理 

PMOにおいて、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年12月24日デジタ

ル大臣決定）に準拠しつつ、情報システムの適切な整備及び管理を行う。 

⑵ 情報セキュリティ 

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティポリ

シーを適時見直すとともに、サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）に基づく

監査の実施結果も踏まえ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組

織的対応能力の強化に取り組む。 

試験問題等のデータを厳格に管理するため、使用手順等のルールについて、職員及び試験

問題作成委員に更なる周知徹底を行い、適切な情報管理に努める。 

また、個人情報保護のセキュリティ強化を図るとともに、情報セキュリティ対策の実施状

況を把握し、PDCAサイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図る。 

 

５ 人材の確保・育成 

人材確保・育成については、センターの人事基本計画に基づき、新規職員の計画的な採用を
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行い、センターの将来を担う専門的な知識を持つ人材を育成するために計画的に業務を経験さ

せるほか、大学等との人事交流により必要な資質能力を備えた人材の確保にも努めるとともに、

共通テストを着実に実施できる適切な配置を行う。 

また、大学等を取り巻く環境が変化する中で、センターが期待されている役割を担うために

必要な能力の向上及び専門的知識の習得を目的として、職員の職位、実務経験等に応じて、外

部団体の研修プログラムも活用しながら各種研修に職員を積極的に参加させるほか、職務に関

連する専門的な知識・理解を得ることを目的として、センターで企画・主催する研修について

も内容の充実に努める。 

 

６ 関係機関・団体への支援や協働体制の構築・強化 

共通テストは、大学が共同して実施するものであることを踏まえ、センターや関係団体の会

議等において実施主体である参加大学の役割について説明するとともに、参加大学の意思がよ

り適切に反映されるよう、共通テストに係る各種委員会等の一部委員について関係団体に推薦

を依頼する。また、試験の円滑な実施に向けて、参加大学に対して、特設サイトを通じ意思疎

通及び情報共有を図ること等により、協働体制の構築・強化を推進する。 

また、大学入学者選抜に関する知見を広く大学等と共有する取組を推進し、必要な支援を行

う。 

 

７ 情報の公開 

業務の公共性にかんがみ、法人の運営に関する業務や財務等の情報について、分かりやすく

情報開示するとともに、積極的な開示を行う。 

 



別紙①

（単位：千円）

区　　　　　　別 試験事業 調査研究事業
大学情報の提供
等事業

法人共通 合　　　計

収入

　　検定料 8,672,496 - - - 8,672,496

　　成績提供手数料 2,110,500 - - - 2,110,500

　　成績通知手数料 321,804 - - - 321,804

　　その他 15,370 - - - 15,370

　　大学改革推進等補助金 631,912 0 0 0 631,912

　　前中期目標期間繰越積立金取崩 688,244 0 0 211,500 899,744

計 12,440,326 0 0 211,500 12,651,826

支出

　　業務経費 11,391,016 91,556 7,436 0 11,490,008

　　　うち　人件費 1,063,922 0 1,063,922

　　　　　　試験実施経費 10,327,094 0 0 0 10,327,094

　　　　　　共通テスト情報提供経費 0 0 7,436 0 7,436

　　　　　　入学者選抜方法改善研究経費 0 61,556 0 0 61,556

　　　　　　理事長裁量経費 0 30,000 0 0 30,000

　　一般管理費 0 0 0 484,906 484,906

　　　うち　人件費 0 0 0 239,068 239,068

　　　　 　 物件費 0 0 0 245,838 245,838

　　予備費 45,000 0 0 0 45,000

　　大学改革推進等補助事業費 631,912 0 0 0 631,912

計 12,067,928 91,556 7,436 484,906 12,651,826

（注）金額は、千円未満を四捨五入しているため計が一致しない場合がある。

令和６年度　予算



別紙②

（単位：千円）

区　　　　　　別 試験事業 調査研究事業
大学情報の提供
等事業

法人共通 合　　　計

費用の部 11,726,795 437,087 18,288 429,623 12,611,793

　経常費用 11,726,795 437,087 18,288 429,623 12,611,793

　　試験実施経費 10,323,358 0 0 0 10,323,358

　　共通テスト情報提供経費 0 0 7,436 0 7,436

　　入学者選抜方法改善研究経費 0 89,335 0 0 89,335

　　業務人件費 765,492 287,578 10,852 0 1,063,922

　　大学改革推進等補助事業費 631,912 0 0 0 631,912

　　一般管理費 0 0 0 392,136 392,136

　　減価償却費 6,033 60,174 0 37,487 103,694

　財務費用 0 0 0 0 0

収益の部 11,752,090 58,471 0 2,370 11,812,931

　　検定料収入 8,672,496 0 0 0 8,672,496

　　手数料収入 2,432,304 0 0 0 2,432,304

　　大学改革推進等補助金収益 631,912 0 0 0 631,912

　　資産見返運営費交付金戻入 8 16 0 2,370 2,394

　　資産見返補助金等戻入 0 58,006 0 0 58,006

　　資産見返寄付金戻入 0 449 0 0 449

　　その他収入 15,370 - - - 15,370

純利益 - - - - △ 798,862

前中期目標期間繰越積立金取崩額 841,583 603 0 30,507 872,693

総利益 - - - - 73,831

（注）金額は、千円未満を四捨五入しているため計が一致しない場合がある。

令和６年度　収支計画



別紙③

（単位：千円）

区　　　　　　別 試験事業 調査研究事業
大学情報の提供
等事業

法人共通 合　　　計

資金支出 14,230,035 357,527 17,601 461,613 15,066,776

　　業務活動による支出 11,804,484 297,353 17,601 424,126 12,543,564

　　投資活動による支出 6,033 60,174 0 37,487 103,694

　　財務活動による支出 0 0 0 0 0

　　翌年度への繰越金 2,419,518 - - - 2,419,518

資金収入 15,066,776 0 0 0 15,066,776

　　業務活動による収入 11,752,051 0 - - 11,752,051

　　　その他収入 11,120,139 - - - 11,120,139

      国庫補助金による収入 631,912 0 0 0 631,912

　　投資活動による収入 0 0 0 0 0

　　財務活動による収入 0 0 0 0 0

　　前年度よりの繰越金 3,314,725 - - - 3,314,725

（注）金額は、千円未満を四捨五入しているため計が一致しない場合がある。

令和６年度　資金計画


